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(57)【要約】
【課題】本発明は樹木の地上部の伸長を抑制する方法を
提供すること。
【解決手段】以下の工程を含む植樹後の樹木の地上部の
伸長を抑制する方法：
（ａ）該樹木の地上部を伸長させる最大の高さ（ｈ）を
決定する工程、
（ｂ）前記樹木を植える土壌中に設ける、難透水性の資
材が設置される空間の最大の深さ（Ｄ）を、ｈに基づい
て決定する工程、
（ｃ）前記空間を設け、当該空間に、前記資材の内表面
の最深部の深さがＤであるように、前記資材の設置を行
う工程、および、
（ｄ）前記空間のうち、資材が存在しない部分に土壌を
載置して、植樹を行う工程。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の工程を含む、樹木の地上部の伸長を抑制する方法：
　（ａ）樹木の地上部を伸長させる最大の高さ（ｈ）を決定する工程、
　（ｂ）前記樹木を植える土壌中に設ける、難透水性の資材が設置される空間の最大の深
さ（Ｄ）を、ｈに基づいて決定する工程、
　（ｃ）前記空間を設け、当該空間に、前記資材の内表面の最深部の深さがＤであるよう
に、前記資材の設置を行う工程、および、
　（ｄ）前記空間のうち、資材が存在しない部分に土壌を載置し、前記樹木を植える工程
。
【請求項２】
　資材の仮比重が１．０７～１．８０である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　資材が粘土を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　資材が開口部を有し、該開口部全体が地表面に露出している、請求項１～３のいずれか
に記載の方法。
【請求項５】
　資材の少なくとも一部が曲面である、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　資材が半球状である、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　植えられる樹木が、苗のステージにある、請求項１～６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれかに記載の方法を用いて樹木の地上部の伸長を抑制することを含
む、地上部の伸長が抑制された樹木を製造する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、樹木の栽培方法に関し、とくに樹木（中高木）の地上部の伸長を抑制する方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　観賞用のための庭木等としての樹木が、一般住宅等の庭に植えられることがある。
　しかしながら、一般住宅等の庭のような狭小地で樹木を栽培すると、樹木（中高木）は
大きくなりすぎて維持・管理が困難となるか、または大きくなりすぎないように剪定を繰
り返さなければならない。
【０００３】
　樹木が大きくなりすぎると、一般人による剪定はもはや不可能または困難となり、専門
業者に依頼することが必要となるところ、かかる依頼にはコストがかかる。また、大きく
なりすぎた樹木からは大量の落葉が生じるため、その処理に手間がかかり、または近隣の
環境の状態を悪化させるおそれもある。
【０００４】
　一方、剪定を繰り返した場合、樹木本来の樹形が損なわれたり、樹勢が衰えたりすると
いった問題が生じることとなる。すなわち、樹木の外観や維持の観点からは、剪定は極力
行わない方が好ましいのである。
【０００５】
　上記のとおりの事情により、一般住宅等の庭に植樹するための樹木の植栽および販売・
流通は必ずしも盛んに行われてはいない。しかしながら、近時のガーデニングブーム等を
考えれば、中高木の植栽の潜在的な需要は必ずしも小さくないと考えられる。
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【０００６】
　上記のような問題は、樹木の地上部の伸長を抑制することによって解決される可能性が
ある。しかしながら、これまでの樹木の生育の制御としては、樹勢を増大せしめたり、地
上部の伸長を促進することに関心が払われてきたため、樹木の地上部の伸長を抑制する方
法は着目されず、かかる方法として確立されたものは皆無である。すなわち、樹木の地上
部の伸長を抑制することは不可能であるばかりでなく、栄養状態が劣悪な土壌を用いる等
によって地上部の伸長を抑制しようとしても、樹勢自体が阻害されてしまうこととなり、
正常に生育する樹木を得ることはできないのが現状である。
【０００７】
　なお、植物の生育自体を抑制する構造（特許文献１）や防根を目的とした方法（特許文
献１）や器具（特許文献３および４）は知られている。しかしながら、これら各文献に記
載の技術は、植物体全体を枯死せしめたり、地下部のみの伸長を抑制することに関するも
のであって、地上部の伸長の抑制とは無関係のものである。
【０００８】
【特許文献１】特開平８－５６５０１号公報
【特許文献２】特開２０００－２１３０５２号公報
【特許文献３】特開２００５－１３０１９号公報
【特許文献４】特開２００５－２２９９２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の課題は、樹木の地上部の伸長を抑制する方法を提供するという、これまで解決
が試みられていない、新規な課題の解決を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題に鑑み、本発明者らは、樹木の地上部の伸長を抑制するための物理的・化学的
要因について検討したところ、驚くべきことに、物理的要因、とくに地下部の物理的特性
を一部改変することによって樹木の地上部の伸長を抑制することが可能であることを見出
し、さらに鋭意研究を進めた結果、本発明を完成するに至った。
　すなわち、本発明は、
（１）以下の工程を含む、樹木の地上部の伸長を抑制する方法に関する：
　（ａ）樹木の地上部を伸長させる最大の高さ（ｈ）を決定する工程、
　（ｂ）前記樹木を植える土壌中に設ける、難透水性の資材が設置される空間の最大の深
さ（Ｄ）を、ｈに基づいて決定する工程、
　（ｃ）前記空間を設け、当該空間に、前記資材の内表面の最深部の深さがＤであるよう
に、前記資材の設置を行う工程、および、
　（ｄ）前記空間のうち、資材が存在しない部分に土壌を載置し、前記樹木を植える工程
。
（２）また、本発明は、資材の仮比重が１．０７～１．８０である前記方法に関する。
（３）さらに、本発明は、資材が粘土を含む前記方法に関する。
（４）さらにまた、本発明は、資材が開口部を有し、該開口部全体が地表面に露出してい
る前記方法に関する。
（５）また、本発明は、資材の少なくとも一部が曲面である前記方法に関する。
【００１１】
（６）また、本発明は、資材が半球状である前記方法に関する。
（７）さらに、本発明は、植えられる樹木が、苗のステージにある前記方法に関する。
（８）そして、本発明は、前記いずれかの方法を用いて樹木の地上部の伸長を抑制するこ
とを含む、地上部の伸長が抑制された樹木を製造する方法に関する。
【００１２】
　上記のとおり本発明は、根部の伸長を難透水性の資材によって阻害することにより、も
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って地上部の伸長も阻害・抑制する方法にかかる発明であるところ、樹木の地上部乾燥重
量と地下部乾燥重量はほぼ同じであること、および難透水性の資材によって地下部（根部
）の伸長が抑制されるが、地上部および地下部の伸長が抑制される以外には、樹木の生理
的状態には影響しないことを見出したことに基づくものである。
【００１３】
　なお、盆栽は地上部の伸長が極端に抑制された樹木であるが、その抑制は各植物種・品
種において遺伝的に固定されたものである。すなわち、盆栽に用いられる樹木は、栽培状
態を如何に改変しても通常の樹木の大きさには達し得ない。したがって、本発明による方
法および同方法によって製造される樹木は、それぞれ、盆栽の栽培方法とは異なるし、盆
栽とも異なるものであることは明らかである。ただし、盆栽に用いられる樹木は、通常、
本発明の樹木の対象ではないにせよ、本発明の方法は盆栽に適用することもできる。
【発明の効果】
【００１４】
（１）本発明の方法によれば、樹木の地上部の伸長を抑制することができる。したがって
、本発明によれば、従来庭木等に用いることが困難であった樹木を庭木等に用いることを
可能ならしめることができるばかりでなく、樹木の維持・管理作業をより簡便化・低コス
ト化することができる。
（２）また、本発明のうち、資材の仮比重が１．０７～１．８０である方法によれば、樹
木の地上部の伸長をより効果的に抑制することができる。
（３）さらに、本発明のうち、資材が粘土を含む方法によれば、樹木の地上部の伸長をよ
り一層効果的に抑制することができる。
（４）さらにまた、本発明のうち、資材が開口部を有し、該開口部全体が地表面に露出し
ている方法によれば、根の伸長をより確実に抑制できるため、樹木の地上部の伸長をより
確実に抑制することができる。また、当該方法によれば、樹木の地上部の枝張りをコント
ロールすることもできる。
（５）また、本発明のうち、資材の少なくとも一部が曲面である方法によれば、根の伸長
が全体として均一になるため、樹木の地上部の伸長を均一なものとすることができる。
【００１５】
（６）さらに、本発明のうち、資材が半球状である前記方法によれば、根の伸長が全体と
してより均一になるため、樹木の地上部の伸長をより均一なものとすることができる。
（７）さらに、本発明のうち、植えられる樹木が、苗のステージにある方法によれば、生
育の制御が成木に近い樹木より行いやすいため、樹木の地上部の伸長をより確実かつ効果
的に抑制することができる。
（８）そして、本発明の地上部の伸長が抑制された樹木を製造する方法によれば、成木の
ステージに達する前および後に、地上部の伸長が企図した高さまでに抑制される樹木を製
造することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
（定義）
　なお、本明細書において「樹木」とは、他の記載がない限り、その一般的な語義による
意味を表し、その意味の範囲は限定されない。
　本明細書において「伸長を抑制（する）」とは、他の記載がない限り、通常の伸長を抑
制することを意味し、その程度は限定されない。また、本発明における「樹木の地上部の
伸長の抑制」または「樹木の地上部の伸長を抑制する」には、成木のステージにおける最
終的な伸長を抑制することのみならず、苗のステージにおける伸長を抑制することも包含
される。
　本明細書において「難透水性」とは、他の記載がない限り、水が透過するが透過しづら
い性状を意味し、その程度は限定されない。
【００１７】
　本発明につき、図面を参照しながらより詳細に以下に説明する。
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（工程（ａ）～（ｄ））
　本発明は、前記のとおり、植樹する前に、土壌中に難透水性の資材の設置を行うことお
よび以下の工程を含む、樹木の地上部の伸長を抑制する方法に関するものである
　（ａ）樹木の地上部を伸長させる最大の高さ（ｈ）を決定する工程、
　（ｂ）前記樹木を植える土壌中に設ける、難透水性の資材が設置される空間の最大の深
さ（Ｄ）を、ｈに基づいて決定する工程、
　（ｃ）前記空間を設け、当該空間に、前記資材の内表面の最深部の深さがＤであるよう
に、前記資材の設置を行う工程、および、
　（ｄ）前記空間のうち、資材が存在しない部分に土壌を載置し、前記樹木を植える工程
。
　本発明を実施した後の樹木の地上部および地下部の概観は、例えば図１に模式的に示す
とおりである。
【００１８】
　工程（ａ）、すなわち、樹木の植樹前に、該樹木の地上部を伸長させる最大の高さ（ｈ
）を決定する工程は、次の工程（ｂ）において、資材を埋め込む空間（穴）の深さ（Ｄ）
を決定する工程である。
　ｈの範囲は限定されないところ、樹木を住宅の庭木として植える場合には、ｈは約１ｍ
～約３ｍが好適である。
【００１９】
　工程（ｂ）は、工程（ａ）において決定したｈに基づき、資材を埋め込む空間（穴）の
最大の深さ（Ｄ）を、ｈに基づいて決定する工程であるところ、Ｄは、０．１ｈ～１．２
ｈの範囲で決定される。Ｄは、樹木の種類に応じて決定される。例えばサクラの場合、Ｄ
は０．１ｈ～１．０ｈの範囲で決定することが好ましい。
　前記のとおり、樹木の地上部の乾燥重量と地下部の乾燥重量とはほぼ同一である。した
がって、樹木における地上部の広がり方と地下部の広がり方とが、地表面に対する水平方
向と鉛直方向において同様であると想定される場合には、前記資材の内表面と地表面との
距離の最大値（Ｄに同じ）はｈとする（図２）。これに対し、地下部の広がり方が地上部
の広がり方より大きいことが想定される樹木の場合には、Ｄ＜ｈとすることとなるため、
適切な係数を０．１～１（１は含まない）の範囲で設定して、Ｄを決定する。
【００２０】
　図２において、点線で描かれた部分は、本発明を用いて植樹・栽培して伸長させる樹木
の地上部の高さが最大となったときの、該樹木の予想される形態の例である。実線で描か
れた部分は、本発明が適用され、植樹された樹木である。
【００２１】
　逆に、地下部の広がり方が地上部の広がり方より小さい樹木の場合には、Ｄ＞ｈとする
こととなるため、適切な係数を１～１．２（１は含まない）の範囲で設定して、Ｄを決定
する。
　あるいは、係数の範囲として１を含むもの、例えば０．８～１．２の範囲とすることも
できる。
【００２２】
　なお、上記のとおりＤは０．１ｈ～１．２ｈであるところ、好ましくは０．１ｈ～１．
０ｈである。
【００２３】
　なお、本発明において用いられる資材は、前記のとおり難透水性のものである必要があ
る。難透水性の資材を用いることによって、樹木の根（地下部）の成長を抑制することが
でき、その結果、幹（地上部）の伸長をも抑制することが可能となり、所望の生育を抑制
した樹木を製造することができる。
　資材のより詳細な説明については後述する。
【００２４】
　工程（ｃ）は、予め設けられた空間（穴）に、実際に資材を設置する工程である。
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　空間の深さは、資材の厚みを考慮し、最深部の深さがＤに資材の厚みを加えた深さとな
るようにする。また、当該工程においては、資材の幅が、樹木の地下部が伸長し得る幅以
上の幅を有するように資材を設置すると好ましい。
　さらに、資材の内側（地表面側）に存在する根が、資材を越えて、資材の外側（地表面
と反対側）に存在する土壌に達しないように、資材を設置するとより好ましい。このよう
に資材を設置することによって、樹木の地上部の通常の伸長に不可欠な水分や栄養分とい
った物質の供給が完全に遮断され、同地上部の伸長が、通常の伸長に比較して確実に抑制
される。
【００２５】
　したがって、例えば、資材が板状である場合には、空間の広がりは土壌が存在するほぼ
全域に達するものとすると好ましい（図３）。
　一方、資材が開口部を有する形状、すなわち容器状の形状のものとする場合は、地上部
の伸長・広がりを考慮して、その大きさが決定される。したがって、例えば図２にも示さ
れるとおり、空間の大きさは、該容器状の資材の少なくとも一部を埋め込むことができる
大きさにする。
【００２６】
　図３において、点線で描かれた部分は、本発明を用いて植樹・栽培して伸長させる樹木
の地上部の高さが最大となったときの、該樹木の予想される形態の例である。実線で描か
れた部分は、本発明が適用され、植樹された樹木である。
【００２７】
　工程（ｄ）は、工程（ｃ）の後に残っている空間に、土壌に載置・充填し、植樹を行う
工程である。
　当該充填された土壌は、樹木の生育に必要な成分を含む土壌である。同土壌中から水分
、栄養分等を摂取することによって、樹木は地上部および地下部の伸長が抑制される以外
には、生理的に通常のものと変わらない成長を行うことができる。
　土壌の種類はとくに限定されないが、黒土、鹿沼土、赤玉土等が例示される。元の土壌
が植物の生育に適した土壌である場合には、工程（ｃ）等において除去した元の土壌を用
いることができる。
【００２８】
（資材）
　各工程において用いられる資材は上記のとおり難透水性であるところ、かかる資材の難
透水性は、例えば仮比重によって規定することができる。すなわち、一般に、仮比重が１
．１であれば、当該資材（土壌）は難透水性である。したがって、本発明の資材の仮比重
は、１．０７～１．８０であり、好ましくは１．０８～１．７０であり、より好ましくは
１．１０～１．６０である。
　なお、仮比重は、土壌が密になっている程度を示す値である。一般に、植物の成育に適
している仮比重は０．９６～１．０６で、１．１を超えると粘土である。
【００２９】
　資材の仮比重は、全体として１．０７～１．８０の範囲にあればよく、部分的にかかる
範囲外の数値の部位があってもよい。
【００３０】
　また、資材の厚さも難透水性に影響するところ、同厚さは、好ましくは１０～１００ｃ
ｍであり、より好ましくは１５～９０ｃｍであり、最も好ましくは２０～５０ｃｍである
。
　資材の厚さを１０ｃｍ以上とすることによって、十分な難透水性を付与するとともに根
の伸長を遮断することができ、１００ｃｍ以下とすることによって十分な排水性が付与さ
れ、根腐れを回避することができる。
【００３１】
　上記の観点から、資材の材質としては粘土を含むものおよび素焼きが好ましく、粘土を
含むものがより好ましく、粘土がとくに好ましい。
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　なお、資材は、予め成形したものを用いてもよく、現場にて工程（ｄ）において成形し
たものを用いてもよい。後者の場合、例えば、材料を工程（ｃ）において設けられた空間
に、適切に入れ込むことによって成形される資材を用いてもよい。
【００３２】
　「難透水性」には、例えば、通常の植樹に用いられる土壌より顕著に低い透水性（１％
～５０％程度）が包含される。かかるパーセンテージとして、５％～４０％のものは好ま
しく、１０％～３０％のものはより好ましい。
【００３３】
　また、資材の三相分布、Ｃ／Ｎ比、ｐＨは、樹木が成長するものであれば、本発明の方
法において限定されない。
　植物の生育に好適な三相分布は、一般に、固相４０～５０％、気相２５～３０％、液相
２５～３０％であるところ、本発明の資材においては、固相が３５％～６０％であると好
ましい。また、固相の割合が、少なくとも部分的に５０％を超えるとより好ましい。比較
的気相が少なく、水相が多い三相分布を有する資材も好ましい。例えば、気相率が２０％
以下であると好ましい。
【００３４】
　Ｃ／Ｎ比は、炭素と窒素の量の比を表す指標であるところ、本発明の資材におけるＣ／
Ｎ比は、比較的低い値であると好ましい。具体的には、８．０～１２．０であると好まし
く、９．０～１１．０がより好ましい。
【００３５】
　資材のｐＨがアルカリ性側でないことも、本発明においては好ましい。具体的な好まし
いｐＨの範囲は４～７であり、より好ましくは４．３～６．０であり、さらに好ましくは
４．５～５．０である。
【００３６】
　本発明の資材の形状は限定されず、板状や開口部を有する形状（容器状のもの）等が例
示される。
　板状である場合、資材は、完全な平板である必要はなく、部分的な、または全体的な、
たわみ、突出部、屈曲部、凹凸、傾斜等の不均一な形状・設置後の方向を有する部分があ
ってもよい。例えば、資材として粘土を含む土壌を用いた場合に、工程（ｃ）において設
けられた空間の底部が平面状であり、工程（ｄ）において同平面に前記粘土を含む土壌を
ほぼ均一な厚みで設置すると、該資材の全体の形状はほぼ平板状となるが、微細な視点か
らは多数の凹凸が生じることとなるところ、かかる凹凸を有するものも、本発明の資材と
して用い得る。
【００３７】
　開口部である場合も資材の形状は限定されず、方形、部分的に曲面を有する方形、少な
くとも一部が曲面である形状（円筒状、円錐台状、鉢状、半球状等）のものを用いること
ができる。これらの形状のうち、少なくとも一部が曲面である形状は、地下部の伸長が均
一となりやすいため好ましく、半球状のものは、成形しやすさの観点からも好ましい。
【００３８】
　地上部の枝張りは、地下部の広がりと相関する。したがって、開口部を有するものを用
いる場合、該開口部が地表面に露出するように資材を設置することによって、地下部およ
び地上部の伸長をより確実に抑制することができる。
【００３９】
　また、資材の各部のうち、地下に存在する部分の広がりは、地上部の所望の枝張りに応
じて決定してよい。すなわち、枝張りを抑制する場合および抑制しない場合には、それぞ
れ、地下に存在する資材の広がりを小さく、および大きくする。
【００４０】
　開口部を有する資材において、開口部が地表面に露出するように資材を設置する場合、
開口部の高さはとくに限定されない。すなわち、開口部をほぼ地表面の高さとしてよく、
または開口部を地表面より高く設けてもよい。資材の内壁が、植樹後の樹木の根が到達し
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得る点全体を含むように設置することは好ましい。
【００４１】
　本発明の方法の対象となる樹木の種類はとくに限定されないが、典型的には中木または
高木であり、サクラ、マツ、モミジ、カナメモチ、ウメ、ブルーベリー、ハナミズキおよ
びコブシ等が例示される。これらのうち、サクラ、マツが好ましい。
【００４２】
　また、樹木の生育ステージもとくに限定されず、成木または成木でないステージのもの
（苗）のいずれでもよい。生育の制御が成木に近い樹木より行いやすいため、苗が好まし
い。苗を用いることによって、樹木の地上部の伸長をより確実かつ効果的に抑制すること
ができる。すなわち、本発明における「樹木の地上部の伸長の抑制」には、成木のステー
ジにおける最終的な伸長の抑制のみならず、苗のステージにおける伸長の抑制も包含され
ることは前述のとおりである。
【００４３】
　本発明において用いられる苗の地上部の高さは限定されない。かかる高さは１０ｃｍ～
２００ｃｍが好ましく、２０ｃｍ以下、３０ｃｍ以下、４０ｃｍ以下、５０ｃｍ以下、６
０ｃｍ以下、７０ｃｍ以下、８０ｃｍ以下、９０ｃｍ以下、１００ｃｍ～２００ｃｍであ
ってもよい。
【００４４】
　本発明において、樹木の植え方は、工程（ａ）～（ｄ）を含む以外は通常の樹木の植え
方と同様であり、成木については移植を行い、苗の場合は定植を行う。
【００４５】
　本発明は、さらに、前記いずれかの方法を用いて樹木の地上部の伸長を抑制することを
含む、地上部の伸長が抑制された樹木を製造する方法も提供する。当該製造する方法によ
れば、成木のステージに達する前および後に、地上部の伸長が企図した高さまでに抑制さ
れる樹木を製造することができる。
【実施例】
【００４６】
（実施例１）
ボーリングによる地質調査
１．材料と方法
（１）材料
真言宗御室派総本山仁和寺境内中門のサクラが植えられている土壌を用いた。
（２）サクラの樹高
　約１８０ｃｍ～約３００ｃｍであった。
（３）サンプリング箇所
計６ヵ所にて実施。すなわち、当該サクラが植えられている場所は、参道から見て左に向
かって下がっており、土壌中の水分状態や地層の連続性を解明するため、斜面最上部、上
部、中部、下部、最下部の５ヵ所およびとくに枝枯れが目立つサクラが集中している部分
１ヵ所であった。
（４）調査項目・方法
　三相分布、仮比重および化学性につき、通常の機器を用い、常法にて分析を行った。
【００４７】
２．結果・考察
（１）三相分布
　表層～２．５ｍまでは、通常の三相バランスであったが、それより深い層では、固相率
に変化はなく、気相率が２０％以下となり、液相率が高くなっていて（図４）、非常に空
気が少ない状態になっていると推測された。
（２）仮比重
　全地点、全深さで仮比重が１．１を超えていた（図４）。すなわち、これらの土壌は粘
土がベースとなっているものであった。また、当該年度中には、礫が含まれていた。
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　炭素、窒素、リン等の植物の成育に必要な栄養素はほとんど含まれておらず、炭素と窒
素のバランスを示す値であるＣ／Ｎ比は１０前後と低い値であった（図５）。
　また、土壌のｐＨは、４．８前後であった（図６）。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　本発明によれば、樹木の地上部の伸長を抑制することができ、さらに樹木の地上部の枝
張りをコントロールすることもできる。したがって、本発明は、従来庭木等に用いること
が困難であった樹木を庭木等に用いることを可能ならしめることができる。よって、本発
明は、庭木に関連する産業の発展に寄与するところ大である。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】従来技術と本発明との相違を説明する図（断面図）である。
【図２】本発明におけるｈおよびＤを説明する図（断面図）である。点線で描かれた部分
は、本発明を用いて植樹・栽培して伸長させる樹木の地上部の高さが最大となったときの
、該樹木の予想される形態の例である。実線で描かれた部分は、本発明が適用され、植樹
された樹木である。
【図３】本発明のうち、板状の資材を用いた態様の例を表す図（断面図）である。点線で
描かれた部分は、本発明を用いて植樹・栽培して伸長させる樹木の地上部の高さが最大と
なったときの、該樹木の予想される形態の例である。実線で描かれた部分は、本発明が適
用され、植樹された樹木の形態である。
【図４】実施例１における三相分布および仮比重の測定結果を示す図である。横軸はサン
プリングした土壌の深度（ｃｍ）を表し、左横軸は三相分布の割合（％）を表し、右横軸
は仮比重を表す。
【図５】実施例１におけるＣ／Ｎ比の測定結果を示す図である。
【図６】実施例１におけるｐＨの測定結果を示す図である。
【００５０】
符号の説明
　１　従来技術により植樹・栽培された樹木
　２　本発明により植樹された樹木
　３　土壌
　４　資材
　５　樹木
　６　本発明を用いて植樹・栽培して伸長させる樹木の地上部の高さが最大となったとき
の、該樹木の予想される形態の例
　７　本発明が適用され、植樹された樹木
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